
意見書案第２号 

 

   選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書 

 

民法第 750 条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称す

る。」とし、我が国では夫婦同姓制度が採られている。このため、婚姻に際しては、

夫又は妻のいずれか一方が必ず姓を改めなければならないところであるが、現実には、

夫の姓を選び、妻が姓を改める例が 95 %近くに上っている。名義変更の負担に加え、

仕事上の姓(通称)と戸籍上の姓の不一致による不利益などを、特に女性が負っている

現実がある。 

平成８年、法制審議会は、夫婦が望む場合には、それぞれ旧姓を称することを認め

る「選択的夫婦別姓制度」の導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」

を法務大臣に答申したが、当時は国民の間にも様々な意見があったことから、改正案

の国会提出には至らなかった。以降、議論は長年にわたり平行線のまま推移している。 

その後、最高裁では、平成 27年 12月の最高裁判決に引き続き、令和３年６月の最

高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在

り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところである。 

そのような中、令和６年６月、経団連は、夫婦別姓を認めない今の制度は、企業に

とってもビジネス上のリスクになり得るなどとして、政府に選択的夫婦別姓制度の導

入を早期に行うよう提言。同年 10 月には、国連の女性差別撤廃委員会が、夫婦同姓

の強制を廃止するよう４度目の勧告を行っている。これらは、この課題が日本経済上

も国際上も影響を及ぼしうるものであることを示している。 

法制審議会の答申より 30 年近くを経た今、再び、選択的夫婦別姓制度の導入をめ

ぐっては、国民から高い関心が寄せられており、今後の国における議論が注目されて

いる。 

国におかれては、選択的夫婦別姓制度の早期法制化に向けた、より積極的な議論を

行うよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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